






































1.はじめに 

 地域における妊婦の健康管理体系の確立をはかるためには.健康診査をはじめとするあ

らゆる情報が十分活用され,効率的な保健・医療サービスが行なわれるようシステム化しな

ければならない。 

 昭和 57 年度は妊婦健康情報の種類や程度により適切な対応を行うため,行政と医療機関.

市と保健所，また職種間の役割分担を明確にするなど体系の強化をはかり,その評価を行う

とともに,ハイリスク妊婦をスクリー二ングするためのリスク要因の重みづけの有効性に

ついて検討した。 


